
（別紙）

令和３年度介護報酬改定に伴う居宅サービス計画書等の同意に関する

署名・押印に係る取扱いについて

厚生省令第 38 号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13 条第 10

項に「介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につ

いて、保険給付の対象となるかどうかを区別した上で、当該居宅サービス計画の原案の内

容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければな

らない。」と規定されています。

上記の内容から、従来どおり利用者からの同意を得る必要があります。

文書により同意を得る場合について

居宅サービス計画書（第１表）

署名欄を設け、利用者から同意を得てください（押印不要）。

※ 本人が字を書けないなどの理由から、署名が困難な場合は代筆が可能です。その

場合は代筆者の氏名、続柄、関係性を併せて記載してください（押印不要）。

サービス計画書（第６表）

サービス利用表から利用者確認欄が削除されていますが、居宅サービス計画書記載要

領に、「居宅介護支援事業者が保存するサービス利用表（控）に、利用者の確認を受け

る。」と記述されています。

そのため、サービス利用表においても、従来どおり利用者確認（押印、署名どちらで

も構わない）を得てください。

電磁的方法により同意を得る場合について

電磁的方法については、事前に利用者等の承諾を得てください。

※ 電磁的方法の具体例として、解釈通知に「電子メールにより利用者等が同意の意

思表示をした場合等」と例示されています。

※ 同意の記録を、「居宅介護支援経過（第５表）」に記載してください。

参考

l 介護保険最新情報 vol.900「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省

令の一部を改正する省令」の公布等について


